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農村景観を保全する制度として重要文化的景観がある。本研究では文化的景観の背景にある持続可能性

の概念から捉えることとし、重要文化的景観選定地域で行われた農地整備事業を調査し、採用された整備

工法の持続可能性を分析した。農地整備に用いられた工法が景観保存・持続可能性から大別されることと、

持続可能な農村景観としての文化的景観保全の課題を明らかにした。 
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１．はじめに 
 

(1)研究の背景 

 農村景観を保全する制度として重要文化的景観がある。

本制度では棚田や段畑など中山間地域の伝統的な農村景

観の保全を支援する制度である。本制度では景観計画と

連携した景観規制や、文化的景観の調査活動、修理修景

の補助ができる。 

 ところで、文化的景観は国際社会での地球環境保護な

どの動向から重要視された「持続可能性」と共に世界遺

産の一つとして生まれたものである。 

そこで本研究では重要文化的景観制度が持続可能な農村

景観としての文化的景観の保全にどのように関係してい

るのか調査する。 

 

(2)既往研究 

重要文化的景観の既往研究を紹介する。これまでは文

化的景観の景観の特徴の調査1)や、活用や保全の運用体

制の調査2)などがあった。しかし、重要文化的景観を複

数の地域にて持続可能性の概念から調査したものは無い。 

 

(3)研究の目的 

重要文化的景観における農地整備を持続可能性から評

価する。また、持続可能な農村景観としての重要文化的

景観保全の制度上の課題を明らかにする。 

 

(4)研究の方法 

重要文化的景観選定地域の農地整備事業について文献

調査、文化財担当者への聞き取り調査をする。整備事業

で用いられた工法を持続可能性から評価する。また、調

査に基づき持続可能な農村景観としての文化的景観保全

の制度上の課題を指摘する。 

 

 

２．Cultural Landscapeと重要文化的景観 

 

(1)Cultural Landscapeの背景 

1975 年に始まった世界遺産では、文化遺産と自然遺産、

さらに双方の要素を備える複合遺産のカテゴリーがあっ

たが、1992年にCultural Landscapeというカテゴリーが

新たに追加された。 

その背景には、1992 年国連環境開発会議「環境と開発

に関するリオデジャネイロ宣言」に代表されるように、

国際的に広く認知された環境や開発の分野で使われるよ

うになった「持続可能性」の考えが影響している。 

ここで、世界遺産のCultural Landscapeの定義を参照す

ると、棚田などの文化的景観は、 

「有機的に進化する景観―伝統的な生活様式と密接に結

びつき、現代社会の中で活発な社会的役割を持ち、進化

の過程が今なお進行中である継続中の景観」3)に該当す

る。 

また、UNESCOの文化的景観の管理の基本理念によると、 

「適切な文化的景観の管理は「持続可能な地元や地域の

開発を描くこと」を可能にし、 

 192

A74D 景観・デザイン研究講演集　No.15　December 2019



 

 

「持続可能な発展のモデルー持続可能な資源利用という

伝統的慣行を引き出すこと」を示せるものである」4) 

と記されている。 

以上の世界遺産のCultural Landscapeの背景からは、自

然環境を保護する上で単なる保護ではなく「使いながら

保護する」という考えが重要視されるようになったとき、

伝統的な生業が「持続可能な土地利用の形」であると理

解されたと解釈できる。 

 

(2)重要文化的景観の背景 

日本では1980年代〜1990年代より豊後高田市荘園村落

遺跡調査や棚田サミットなど、伝統的な水田や里山など

農村風景への関心が高まった。また、「農林水産業に関

連する文化的景観の保護に関する調査研究」冒頭に、 

「世界遺産における近年の動向とも呼応して、わが国に

おいては、今日の社会構造や国民の意識の変化を受け、

有形・無形を問わず、歴史的な価値を有する文化的な所

産を広く文化遺産として捉え、新たな保存・活用の対象

に加えていく考え方が強くなっているが、「文化的景観」

はその重要な要素の一つである。」5) 

と記されている。 

このように、世界遺産の国際的動向と農村風景への国内

の動向の影響を受け、棚田国名勝指定の試みや文化庁の

文化的景観調査、2004年景観法制定を経て重要文化的景

観制度が創設された。 

 

(3)重要文化的景観制度の概要 

以下の手続きが重要文化的景観への選定に必要であり、

それぞれに国庫補助が支給可能である。 

文化的景観の調査・・・歴史、地理、文学、生態など

様々な分野に関する調査 

保存計画の策定・・・地図上の文化的景観の選定範囲、

景観構成要素の指定、景観法などによる諸法律による保

護や開発等の行為規制 

重要文化的景観選定後は、景観構成要素として指定され

た構造物や建築物等の修理、修景、復旧、防災等の事業

に国庫補助が支給可能である。 

このように、本制度では文化的景観としての価値を様々

な分野から調査はするのだが、文化的景観を保全するた

めの支援内容は生業そのものではなく、景観法や修理修

景など、あくまで物理的要素の保護に留まっている。 

 

 

３．重要文化的景観における農地整備の工法の分

析枠組み 

 

以上の通り文化的景観とは持続可能な土地利用として

その価値が理解されている。 

水源、用水路、田畑面、排水路に至るまで農地整備事業

全体の持続可能性を地域間で評価や比較することは、地

域ごとに生業や農地の構成要素が異なっているため困難

である。 

そこで本研究においては、比較可能とするために、整備

事業の整備箇所で用いられた工法を地域に関係無く単体

で取り上げる。それら工法を次に述べる景観保存・持続

可能性から分析することとする。 

 

(1)文化的景観の景観保存 

日本における文化的景観の定義は、「地域における

人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成され

た景観地」となっている。文化的景観とは、生活、生業、

風土などにより形成されてきたものである。この定義文

からは、景観は保存されるべきものと読み取ることがで

きる。従って、整備工法によって景観が保存されている

のかどうか、その度合を分析することとする。 

 

(2)文化的景観の持続可能性 

本研究において文化的景観における持続可能性を、 

環境の持続性・・・地球環境に負荷を与えることなく持

続可能なこと 

文化の持続性・・・地域の文化として根付き、長期的に

継承可能なこと 

に大別することとする。 

さらに生業が農業の場合、文化的景観の要素を 

生業そのもの・・・農法等 

農地構造物・・・擁壁、水路等 

に分けることとする。 

例えば棚田集落では、伝統品種の作物を土壌や気候に

合わせた農法（輪作や休耕、堆肥など）で栽培してきた。 

また、作物生産のために、傾斜地形に合わせ、地域で採

れる石で石積み擁壁や水路などをつくり、随時積み直す

など維持管理してきた。これら構造物や農地の緩衝帯に

は生物の生息域があり、生物多様性にも寄与してきた。 

これらは表-1 のように、環境・文化の持続性に対応し

ており、持続可能な土地利用として理解できる。 

従って文化的景観における持続可能性を追究するために

は、生業・農地構造物を共に調査する必要がある。 

しかし先述の通り、重要文化的景観制度では生業そのも

表-1 文化的景観における持続可能性の具体的視点 
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のではなく景観構成要素の物理的保護を補助している。 

そこで、本研究では重要文化的景観における農地整備に

用いられた工法を、表-1 に提示した具体的視点で分析

することとする。 

 

 

４．農地整備事業の調査 

 

(1)調査地域の選定 

本研究の調査地域は次の基準の下選定した。 

整備工法の評価や比較を容易にするために、景観資源が主に

水田の地域。 

制度創設以来早期に重要文化的景観に選定された地域。 

整備方針が明記された整備計画書や保存計画書が発行された

地域。 

以上の基準に従い、岩手県一関市、長野県千曲市、高知県四

万十町、熊本県山都町、長崎県平戸市を調査地域とした（表

-2）。 

表-2 調査地域 

 

 

(2)調査地域における農地整備事業 

a)岩手県一関市 

重要文化的景観「一関本寺の農村景観」は中世荘園由来

の微地形に沿った曲線畦畔水田や手掘りの土水路が特徴

の水田景観である。 

2008年度〜2012年度に実施された「骨寺村荘園景観保全

農地整備事業」の整備方針は、景観を保存しつつ農作業 

改善を図る「保全型整備」であった。方針に則り土水路

を保存した。また、農作業改善のために、土水路の一部

区間に木製柵渠擁壁や練石積み擁壁、排水不良の水田に

暗渠排水管挿入などを実施している6) 。 

本事業においては田越に用水を引く水路網そのものの改

変は行われていない8)。また、事業実施合意にあたり、

事業費の農家負担は市が肩代わりし、土水路維持管理に

市がボランティアを参加させる条件があった9)。 

本研究の分析においては、土水路維持管理作業改善のた

め挿入された木製柵渠（a）を取り上げることとする。 

b)長野県千曲市 

重要文化的景観「姨捨の棚田」は国名勝「名勝姨捨田毎

の月」を選定範囲内に含む、急傾斜地の土坡が特徴の棚

田景観である。棚田の範囲が、整備許容範囲・耕作主体

によって区分されており、伝統的形態保存（地元ボラン

ティア）、部分的整備（地元農家、棚田オーナー）、圃

場整備（地元農家）に分けられている10)。 

2014年度〜2020年度実施の「名勝姨捨田毎の月保存整理

事業」では部分的整備が許容される名勝地区の棚田にお

いて、農作業改善のために土水路をU字工水路に整備、

土坡の農道をコンクリート舗装路に整備した。 

また、当整備事業対象の棚田地区全体で、田越に水を引

く水路網から、互いに干渉せずそれぞれの田に独立して

水を引ける水路網に改変されている。 

本研究の分析においては、U字工(b)を取り上げることと

する。 

c)高知県四万十町 

重要文化的景観「四万十川流域の文化的景観 中流域の

農山村と流通・往来」は四万十川と密接に関係した水田

及び集落が特徴の水田景観である。 

平成25年度に実施された「越行農業用排水路改修工事」

では、空石積みが残存する水田の用排水路において、空

石積み保存のために積み直しを行った。また、コンクリ

ートブロック前面に新たに空石積み擁壁新設を行った12)。 

本研究の分析においては、空石積み擁壁の積み直し箇所

である空石積み（c）を取り上げることとする。 

d)熊本県山都町 

重要文化的景観「通潤用水と白糸台地の棚田景観」は通

潤橋を起源とする用水路によって拓かれた棚田および用

水路が特徴である。 

表-3 分析対象の工法 
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2009年〜2010年に実施された「文化的景観保護推進事業」

では浚渫作業を必要とする手掘りの土水路下井手水路の

整備を実施。全体的には土水路を保存しているが、一部

の擁壁には空石積みの新設、土水路侵食部に杭だし挿入、

水路護岸の歩行部分を盛土の土手として拡幅などを行い、

農作業の改善が図られた14)。 

本研究の分析においては、土水路浚渫作業改善・水衝部

補強のために用いられた新設の空石積み(d1)、新設の杭

だし(d2)を取り上げることとする。 

e)長崎県平戸市 

重要文化的景観「平戸島の文化的景観」の春日集落は、

空石積みの石垣が特徴的な棚田景観である。 

ここでは毎年多くの箇所の農道や棚田などの空石積み擁

壁が崩れている。随時崩壊の際に石積み擁壁の修復がな

されている。本研究ではある一時期に実施された事業を

扱うのではなく、修復の際に最も多く適用される事業枠

組みである災害復旧事業による練石積みを工法として取

り上げる（e1）。また、あまり適用されることが少ない

が、文化庁事業での石積み研修会による空石積みも工法

として取り上げる（e2）。 

 

(3)本研究の分析対象の農地整備の工法 

a)一関市木製柵渠 

土水路の擁壁前面に木製の杭を挿入し、横方向へ木板を

固定し擁壁としたものである（聞き取り調査では具体的

にどこから産出された木材かは不明である）。 

図-1 一関市での木製柵渠水路の断面図 

 

b)千曲市U字工 

コンクリートのU字工を水路として使用したものである。 

c)四万十町空石積み 

崩壊した空石積みの擁壁を、崩れた石と新たに四万十川

流域から持ち込んだ石を用いて空石積みで積み直したも

のである。ただし、農地への漏水防止のために栗石の背

後と水路底面の土砂の下に遮水シートが挿入されている。 

d1)山都町空石積み 

土水路の擁壁に空石積みを積んだものである。ただし、

農地への漏水防止のために栗石の背後と水路底面の土砂

の下に遮水シートが挿入されている（聞き取り調査では

石材が具体的にどこから産出されたかまでは不明であ

る）。 

d2)山都町杭だし 

土水路の擁壁前面に木製の杭を挿入し、杭の根本に石を

置き杭を固定したものである（聞き取り調査では石材と

木材が具体的にどこから産出されたかまでは不明であ

る）。 

e1)平戸市練石積み 

崩壊した農地の空石積みの擁壁を練石積みで修復したも

のである。景観形成基準によると、修復後の石積みの景

観の連続性を保つよう指導されている12)。災害復旧事業

では、標準設計図に則り、表面に春日集落内外からの積

石を積み、コンクリートで固定されている。なお、積石

に用いる石をどの地域のものを用いるかは施工業者によ

って異なっている。図-2は実際に施工された練石積みの

断面図の一例である。 

 

図-2 平戸市での災害復旧事業の練石積み断面図の一例 

 

e2)平戸市空石積み 

崩壊した農地の空石積み擁壁を、元の積石を用いて空石

積みで積み直したものである。 

 

 

５．農地整備の工法の持続可能性の評価 

 

(1)整備箇所の景観の保存 

本研究の分析で取り上げることとした整備工法につい

て、下記の理由から整備実施による景観の変化の度合い

を相対的に分類した（図-3）。 

千曲市のU字工は土水路そのものの景観を変化させた。 

一関市の土水路の木製柵渠壁面は木柵が新たに挿入され

たのみの変化である。 

平戸市の練石積みは景観形成基準に則り元の空石積みの

外見の連続性を保つよう指導されている。 

 195



 

 

平戸市の空石積みは、崩れた石を再利用している。また、

四万十町の空石積みは、新たに用いた石は従前の川石で

ない石を用いている。 

図-3 整備工法による景観保存の度合い 

 

(2)農地整備の工法の持続可能性の分析 

次に、3章で述べた持続可能性の具体的な視点のもと、

本研究で取り上げることとした整備工法を分析し表-4に

示した（なお、本研究の調査の限りでは厳密な判断が困

難なものは△とした）。 

a)一関市木製柵渠 

材料は木である。地域の伝統技術では無いが、縦・横に

組み合わせた構造であるため再施工可能・損傷部修復可

能である。また、生態系に影響を与えるものでもない。

従って環境の持続性・文化の持続性を有する工法と言え

る。 

b)千曲市U字工 

材料が地域で代替不可能な人工物である。また、外部の

業者でしか施工できない構造かつ損傷の修復もできない。

また、生物生息域も確保されない。従って環境の持続

性・文化の持続性共に欠けている工法と言える。 

c)四万十町空石積み 

材料が石であり、自然物かつ地域で産出可能な石を用い

ている。伝統技術であり、外部業者に頼らず再施工可能、

損傷箇所を修復可能である。従って環境の持続性・文化

の持続性を有する工法と言える。ただし、遮水シートに

よって水路内部の環境と外部の環境が遮断されている点

で生物生息域が損なわれている。 

d1)山都町空石積み 

材料は自然物の石であるが、これは当地域で産出できる

ものかは不明である。地域の伝統技術では無いが、外部

業者に頼らず再施工可能で、損傷箇所を修復可能である。

従って環境の持続性・文化の持続性を有する工法と言え

る。ただし、遮水シートによって水路内部の環境と外部

の環境が遮断されている点で生物生息域が損なわれてい

る。 

d2)山都町杭だし 

材料は自然物の木と石である。石については当地域で産

出できるか不明である。地域の伝統技術ではないものの、

外部業者に頼らず再施工可能な構造で、また、損傷箇所

を修復可能である。従って環境の持続性・文化の持続性

を有する工法と言える。 

e1)平戸市練石積み 

材料が地域で代替不可能な人工物である。また、外部の

業者でしか施工できない構造かつ損傷の修復もできない。

また、生物生息域も確保されない。従って環境の持続

性・文化の持続性共に欠けている工法と言える。 

e2)平戸市空石積み 

材料は石を用いている。外部業者に頼らず再施工可能で

また、損傷箇所を修復可能である。従って環境の持続

性・文化の持続性を有する工法と言える。 

 
(3)農地整備の工法の持続可能性の評価と背景 

景観保存・持続可能性から分析した工法を分類し図-4に

示した。 

1）景観を変化させ持続可能性に欠ける工法（Ⅲ） 

Ⅲに該当する工法は、元々伝統工法によって形成され

ていた景観を変化させている。人工物を用い、施工や維

持管理が外部に依存するので環境・文化の持続性に欠け

ている。 

表-4 農地整備の工法の持続可能性の分析 
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 b千曲市の姨捨の棚田は、土坡と土水路によって形成

された景観であったため、U字工は以前の景観とは全く

異なる。 

当地域の文化的景観の範囲内の棚田は、伝統的形態、一

部整備、圃場整備のように整備水準で区分されている。

本研究で調査した地区は、水路や農道などの一部整備が

許容される地区である。整備事業以前は、土水路から水

を引き、田越で下の水田へと水が流れる水路網であった。

また、土水路には浚渫や除草など維持管理作業が必要で

ある。事業実施以前より耕作放棄された水田があり、将

来放棄地が増えた場合、他の田が水を引けない懸念があ

った。また、将来の耕作主体として外部のボランティア

が増える見込みがあり、なるべく維持管理作業をせず耕

作できる必要性があった。以上から当地区では、将来の

耕作継続のため、U字工水路から各々の田が独立して水

を引ける水路網へと整備された。 

 

2）景観を保存させ持続可能性に欠ける工法（Ⅳ） 

Ⅳに該当する工法は、元々伝統工法によって形成され

てきた景観を保存している。しかし人工物を用い、施工

や維持管理が外部に依存するので環境・文化の持続性に

欠けている。 

e-1平戸市練石積みは当地域で空石積み擁壁の修復の際

に最も多く適用されている災害復旧事業によるものであ

る。 

聞き取り調査によると、春日集落では毎年多くの空石

積み崩壊箇所がある。 

農家の修復の選択肢としては、自身で修復あるいは農政

の災害復旧事業、文化庁補助事業がある。これら選択肢

のうち、最も災害復旧事業が利用されている。その理由

としては、文化庁補助事業よりも農家の負担額が事業費

の数％と安価で済むことと、翌年以降の耕作継続を考慮

すると、手続き〜実施まで期間を要する文化庁事業より

早く対応可能な点が挙げられた（文化庁補助による修復

場合は、文化庁補助の石積み研修会とは異なり、農家負

担分の費用が発生するとのこと）。 

平戸市の景観形成基準によると、「棚田・段畑の石垣

を設置、または、改修する場合は、昔より使われてきた

素材と同 等のものをできる限り用い、昔より行われて

きた同じ積み方で構築する。」こととなっている15)。 

しかし災害復旧事業では防災目的と安定性立証が困難な

ことにより空石積みによる修復はできないこととなって

いる。上記の景観形成基準に則り、元の空石積み景観の

連続性を極力保つように、表面が積石の練石積みで擁壁

が修復されている。 

以上のように、現行制度の下では、農家の立場として

は空石積みの修復補助を受ける選択を考えにくい状況で

ある。 

その結果、一見すると地域の伝統的な石積みによって形

成された景観が保存されているように見えるが、修復箇

所の工法は伝統的空石積みではなく練石積みのため、持

続可能性としての文化的景観の価値が失われている。 

 

3）景観保存・持続可能な工法（Ⅰ） 

Ⅰに該当する工法は、元々の伝統工法による景観を保

存している。また、自然物を用い施工や維持管理が外部

に依存せず環境・文化の持続性が保たれる点で、文化的

景観においては最も望ましい工法である。 

e2平戸市空石積みは、文化庁補助による石積み研修会

によるものである。崩れた空石積み擁壁を空石積みによ

って積み直した。 

このような修復方法は文化的景観として望ましいもの

である。しかし先述したように、聞き取り調査によると、

文化庁補助より農家負担が安価で済みなおかつ早く対応

できる災害復旧事業がより多く選ばれていることや、毎

年数十件の石積みを修復しなければならないことから、

このような積み直しによる修復の継続は困難とのことで

あった。 

c 四万十町空石積みは、水路の空石積み擁壁を空石積

みで積み直したものである。 

当整備事業が実施された越行水路は、重要文化的景観選

定以前から農水省補助の改修事業でコンクリート化が進

んでいた。景観や生態系配慮のため、空石積み残存区間

では空石積みを基本工法とする改修を目指した。そのた

めに、安定性・防災性立証が必要な既往の農政事業枠組

みではなく、町が事業主体になり、文化庁補助で空石積

みによる改修を実施した13)。四万十町では他にも空石積

みが行われた区間があるが、コンクリートブロックで整

備されていた箇所ではかつてのように空石積みだけで積

まれた擁壁にすることはせず、安定性・防災性の観点か

図-4 景観保存・持続可能性による工法の分類 
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ら付加的に既設コンクリートブロックの前面に空石積み

で石を積むに留まっている。修景・水路内生態系保全の

ための措置であるが、生態系保全については生息域はあ

るものの、水路擁壁背後の土壌環境とのつながりは絶た

れた工法である。 

以上のように、伝統工法は景観保存のみならず、持続

可能性の観点から最も望ましい。しかし、農家の農地修

復補助の選択肢としては伝統工法の採用は考えにくい事

情がある。また、安定性立証や実績不足などといった既

存事業における障壁が存在する。 

 

4）景観変化・持続可能な工法（Ⅱ） 

Ⅱに該当する工法は、元々の伝統工法とは異なる工法

を用いているため、景観を変化させている。ところがそ

れら工法は、自然物を用い、外部に頼らず施工や維持管

理が可能であるので、環境・文化の持続性が保たれた工

法と言える。 

a 一関市の文化的景観は、土水路が景観の特徴だった

が、一部区間に新たに木柵を挿入した。 

この工法が採用された事業は、景観を保存しつつ農作業

負担軽減を図る「保全型整備」という方針の下実施され

たものである。木製柵渠は、土水路を保存しつつ維持管

理軽減させるために用いられたものである。 

d 山都町の文化的景観は、手掘りの下井手水路と生態

系が景観の特徴だったが、水路の一部区間に空石積みと

杭だしが新設された。 

この工法が採用された事業の実施前は、農政事業による

下井手水路のコンクリート改修が予定されていた。そこ

で町が協議し、農政事業としてでなく、文化庁事業とし

て整備が実施された。土水路とその生態系を保存しつつ、

下井手水路の維持管理を軽減させるために、水路の水衝

部の必要な箇所に空石積みと杭だしなどが用いられた。 

これら工法は、全体を整備して作り変えるのではなく、

一部の必要な箇所だけに留まっているため、景観自体を

急激に変化させてはいない。なおかつ農作業の負担を軽

減させている。従って、景観保存は望ましいことではあ

るが、持続可能性が保たれるのであれば、このような景

観を変化させる工法も許容されるのではないか。 

 

６．本研究のまとめ 

 本研究では重要文化的景観における農地整備を調査

し、採用された工法を持続可能性から分析した。持続可

能性の具体的視点を、環境の持続性（自然物か、地域内

産出可能か、生物生息域はあるか）ならびに文化の持続

性（伝統工法か、農家で施工・維持管理は可能か）とし

た。 

その結果、景観保存・持続可能性によって工法を４つ

に分類することができた。これら分類のうち、景観保

存・持続可能性から望ましい伝統工法による整備につい

ては、農政事業など既存事業では防災、安定性立証の点

で適用できないこと、現行制度では農家の選択肢として

文化庁補助を選択肢として考えにくいなど課題が存在す

ることがわかった。 

文化的景観の定義は「地域における人々の生活又は生

業及び当該地域の風土により形成された景観地」である。

すなわち文化的景観とは長い年月をかけて地域の生活や

生業と共にゆるやかに進化してきたものと解釈できる。

また、世界遺産や重要文化的景観の創設の背景から、文

化的景観には持続可能性としての価値がある。 

従って、文化的景観を保全する上では、図-5 に示すよ

うに生業存続・景観保存・持続可能性の３者が保たれな

ければならない。しかし先述の通り、景観保存・持続可

能性から望ましい伝統工法は、制度上困難なことや、生

業を存続させる上で厳しい現状にある。 

そのため、一見すると表層の景観を保存しているように

見えるが、中身はもはや持続可能性が失われた整備事例

が本研究の調査で見られた。つまり図-5 の３者のうち

生業存続・景観保存のみを重視した結果、Ⅳに該当する

事象が、実際に起こっているのである。 

 ところが本研究の調査地域の一部では、一関市や山都

町の事例のように景観を最小限変化させつつ持続可能性

を保つ整備が行われていた。つまりⅡに該当する事象で

ある。Ⅱの整備は、３者のうち景観をわずかに変化させ

ながら、生業存続・持続可能性を保っている。 

持続可能性が文化的景観の本質的価値ならば、このよう

図-5 文化的景観保全の要素 

図-6 文化的景観保全の方向性 
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な整備による文化的景観の進化は、正当な進化として解

釈できるのではないか（図-6）。 

また、補足ではあるが、文化的景観の特性や価値とし

て生態系など環境の観点が保存計画書に明記された地域

では環境に配慮した農地整備がなされており、一方で比

較的そういった明記がなされていない地域ではコンクリ

ートなど外部に依存した工法による整備がなされていた。

文化的景観のどういった点に価値を置くかによって、農

地整備の持続可能性に影響していると言える。 

 文化的景観を保存する意味は何かという根本に立ち返

り、保存や整備の在り方、それを支える制度について考

える必要があると言える。 
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